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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について（通知） 

このことについて、令和３年４月 12 日付け教保第 23 号及び教学 99 号によりお知らせしたとこ

ろですが、別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から通知がありました。 

ついては、変更後の対処方針における学校の取扱いに係る記載について変更はありませんが、児

童生徒等及び教職員に対し、重点措置区域以外の地域においても、感染拡大への警戒を怠らず、感

染の状況に応じて衛生管理マニュアルや基本的対処方針等に基づき、引き続き、新型コロナウイル

ス感染症対策の徹底をお願いします。 

また、都道府県間の移動に関し、修学旅行等（修学旅行、遠足、社会科の見学、移動教室、体験

活動などの校外で行う活動を含む。）は有意義な教育活動であり、その実施については、感染状況

等を踏まえ各学校において適切に御判断いただくものですが、その教育的意義や児童生徒の心情等

を踏まえ、以下のQ&A を参考にし、適切な感染防止策を十分に講じた上でその実施について特段の

配慮をお願いします。 

なお、部活動については、「県立学校の部活動について（４月６日付け通知）」の留意事項を改

めて確認するとともに、まん延防止等重点措置に指定された都府県や、遠征及び対外試合を禁止す

る等の活動制限措置を講じた県があることから、当該地域との往来は自粛願います。また、今後も

引き続き感染症拡大防止対策を講じ、感染状況の把握に努め、適切な活動が行われるようお願いし

ます。 

 

（参考） 

変更後の対処方針 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030409.pdf 

文部科学省ホームページ「Q&A（学校設置者・学校関係者の皆様へ）学校行事に関すること」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00040.html 

まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示） 

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210409.pdf 

 

 

 

【担当】 

○高校教育に関すること     学校教育室 高校教育担当  （019-629-6141） 

○特別支援教育に関すること   学校教育室 特別支援教育担当（019-629-6142） 

○学校の感染症対策に関すること 保健体育課 学校健康安全担当（019-629-6188） 

○部活動等に関すること     保健体育課 学校体育担当  （019-629-6190） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030409.pdf
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